
住宅公社 HP 

釧路市営住宅の 

申込みについて 
 

 

入居者の募集時期 

◆定期募集（募集期間を定めて年数回受け付けします） 

 ≪２０２６（令和８）年度の日程は現在調整中です。≫ 

 募集期間以外は受け付けできません。募集に関する詳細の発表及び申込書の配布開始は募集

実施月の「広報くしろ」発行日です。同時に釧路市ホームページ及び釧路市住宅公社ホームペ

ージでもお知らせします。 

★釧路市ホームページ（https://www.city.kushiro.lg.jp/） 

★釧路市住宅公社ホームページ（http://www.kushiro-jk.or.jp/） 

 

 

 

◆随時募集 

①定期募集にて斡旋対象者のいない空き住宅のうち、釧路市が指定した住宅を対象に実施しま

す。募集告知はホームページ等でおこないます。②車椅子及びＬＳＡ住宅は常時受付可能です。 
 
※市営住宅は（釧路・阿寒・音別）地区毎の担当制で、募集方法等も一部異なります。 

 

・寒阿寒・音別地区の住宅および募集に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。 

阿寒地区 ： 阿寒建設課阿寒建設係 0154-66-2121 内線 7275 

音別地区 ： 音別建設課音別建設係 01547-6-2231 内線 8133  
 

 

 

釧路地区 ： 一般財団法人釧路市住宅公社（指定管理者） 

〒085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地 釧路市役所本庁舎５階 

URL http：//www.kushiro-jk.or.jp 0154‐31‐4563（直通） 
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❶お申込みの前にご確認ください（主に釧路地区について） ～よくお読みください～ 

 

◆ 市営住宅は住宅に困る市民の基盤として国と市が協力して建設した市民の財産です。 

◆ 住宅の確保でお困りの方に安い家賃で提供するため、申込時および入居後も収入の制限があります。 

◆ 入居後は住宅使用料（家賃）を決定するために毎年収入調査をおこないます。収入は世帯員全員分に

ついて報告義務があります。 
 

◆ 新築住宅以外は、前入居者が返還した住宅を、日常生活に支障のない程度に修繕等を済ませて斡旋

します。 
 

◆ 入居前の下見はできません。斡旋時に間取図と写真にてご確認いただけます。 

◆ 市営住宅では犬・猫・鳥などのペットの飼育や一時預かりは認めていないほか、敷地内での餌付け等

の迷惑行為も禁止しています。ただし、［盲導犬・聴導犬・介助犬］を除きます。          

 

◆ 多くの棟には自治会があります。共同住宅で生活を営むために自治会活動への協力等守るべきルー

ルや義務があることをご理解の上お申し込みください。また、住棟ごとに自治会費や共益費のお支払

いが必要です。 
 

◆ 家賃のほかに浴室設備や給湯器のリース料金が必要な住宅があります。支払いは家賃と一緒に納め

る方式か、釧路ガスもしくは北海道電力に直接支払う方式のいずれかです。 
 

◆ 暖房器具用の灯油タンクは、タンク設置済住宅を除き、ご自分でホームタンク（室内用最大９０リッ

トル）をご用意ください。タンクへの給油は入居者ご自身での手配となります。 
 

◆ 市営住宅には家具・家電は設置されていません。居室用の照明器具や暖房器具は入居者ご自身で用

意する必要があります。 
 

◆ 光回線はマンションタイプを導入可能な住棟のみ利用可能です。回線の引き込み等にかかる工事費

や撤去費、ならびに月額利用料は入居者負担です。マンションタイプの導入が不可の住棟に、戸建てタ

イプを導入することは認めていません。 
 

◆ 有料駐車場の利用には使用料がかかります。利用は原則１世帯につき 1 台分のみです。無料駐車場

は使用料不要ですが、空き区画が無い場合は利用できません。 
 

◆ 駐車場の使用申請が可能なのは、自動車検査証（車検証）の車両使用者が入居名義人または入居許可

を得ている同居者の場合に限ります。来訪者用や福祉サービス利用等を目的とする使用申請はできま

せん。 
 

◆ 駐車できる車両の大きさは、おおむね全長５００cm以下、車幅１８０㎝以下、車高２１０cm以下に

限ります。 

 

◆ 市営住宅を営業の拠点とするには、申請のうえ許可を得た場合に限ります。 



 

 

❷入居資格について（申込資格兼）                                

 ❖ 共通入居資格 ❖ 

（１） 世帯の月額所得が１５８，０００円（改良住宅においては１１４，０００円）以下であること。ただし裁

量階層世帯では２１４，０００円（改良住宅においては１３９，０００円）以下であること。 

（２） 釧路市に住所または勤務先があること。もしくは他市町村より釧路市へ定住を希望していること。 

（３） 住宅に困窮していること。または住宅（入居予定全員において、区分所有及び相続登記未了を含）をお持

ちの方で入居時に住宅の所有が無くなること。（入居時に登記簿謄本を提出し証明する見込みのある方） 

（４） 入居しようとする方全員が市町村民税を滞納していないこと。（分割納付中も滞納扱いとします。） 

（５） 入居しようとする方全員の中に暴力団員がいないこと。かつ警察への照会に同意すること。 

（６） 入居の際に緊急時連絡先を記載すること。 

（７） 入居前に敷金（家賃の２ヶ月分）を納入すること。 

（８） 入居後は共益費等の支払いをするほか、自治会活動に協力すること。 

 

❖ 一般世帯（２人以上）向けの入居資格 ❖ －共通入居資格に加えて、（９）を満たすこと。 

（９） 同居する親族等（※）がいること。配偶者がいる場合は共に入居すること。離婚協議中でも申込みは可 

能ですが、入居時に戸籍謄本（全部事項証明）で離婚を確認できる条件付きとなります。単身赴任等で共 

に入居ができない場合は不可となります。 

婚姻予定の方は入居時に戸籍謄本（全部事項証明）にて婚姻の確認ができ、共に入居できることが申込 

条件です。また、申込日時点で申込書に記載のある方以外と婚姻中あるいは婚姻状態にある場合は申込み 

ができません。（後日発覚の場合も失格となります） 

※親族等とは、配偶者のほか６親等内の血族及び３親等内の姻族を指します。配偶者とは住民票の続柄未 

届け（内縁関係）の夫または妻を含み、かつ双方の戸籍上で他に婚姻関係がないことを指します。（住民票 

の続柄が同居人もしくは双方とも世帯主の場合は未届けとみなしません）パートナーシップ宣誓書受領カ 

ード等の交付を受けている場合は配偶者と同じ取扱いとします。 

 

 ❖ 単身世帯向け入居資格 ❖ －共通入居資格に加えて、（１０）～（１８）のいずれかを満たすこと。 

（１０） 申込者本人に現に戸籍上の配偶者がおらず６０歳以上であること。戸籍上の配偶者または内縁関係の者

がいる場合は入居時に解消が証明できること。また、申込者自身が自活可能な状態であるか、介護が必要

な場合は常時介護を受けられること。（年齢の算出基準日は申込最終日） 

（１１） 身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方。 

（１２） 生活保護を受けている方。 

（１３） 戦傷病者（特別項症～第６項症、または第１款症）として認定されている方。 

（１４） 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けて

いる方。 

（１５） 海外からの引揚者（厚生労働大臣が証明した方）で、日本に引き揚げた日から起算して５年未満の方。 

（１６） ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入

所者等の方。 

（１７） 配偶者からの暴力による被害者で 

・一時保護、または保護が終了した日から５年を経過していない方。 

・裁判所による保護命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない方。 

 



 

 ❖ 若年単身向け入居資格（単身世帯向けに該当しない単身） ❖ －共通入居資格に加えて（１８）を満たすこと。 

（１８） 申込者本人に現に戸籍上の配偶者がおらず、単身世帯向けの入居資格に当てはまらない単身者であるこ

と。戸籍上の配偶者または内縁関係の者がいる場合は入居時に解消が証明できること。また、申込者自身

が自活可能な状態であるか、介護が必要な場合は常時介護を受けられること。 

 

 ❖ 子育て・新婚世帯向け住宅入居資格 ❖ －共通入居資格及び一般世帯向けに加えて（１９）または（２０） 

を満たすこと。 

（１９） 同居する方もしくは同居予定の方の中に小学校就学前の方がいること。 

    ※世帯に１８歳未満の同居者が居なくなった場合は住宅を明け渡すよう努めなければなりません。 

（２０） 入居者及び同居者である配偶者の年齢の合計が７０歳以下であり、かつ婚姻の届出日から２年以内の世

帯であること。（年齢及び婚姻の届出日からの算出基準日は申込期間最終日とする。） 

    ※入居開始日から１８年が経過した時、住宅を明け渡すよう努めなければなりません。（入居開始日から１

８年が経過した時点で同居者に１８歳未満の者がいる場合は、同居者に１８歳未満の者がいなくなった時。） 

    ※一般世帯向け入居資格のうち、内縁関係及び婚姻予定は対象外。 

 

❸募集の種類と順位の決定方法及び特定目的住宅について                                         

 

 ❖ 定期募集［定時］ ❖ 

 申込方式  

 補欠登録方式 ［一般世帯向け、単身向け、若年単身向け］ 

 ○希望団地を１か所指定し申込みします。空き待ち登録のため空家の有無に関わらず申込みを受け付けま

す。いずれの区分でも間取りの制限はありません。ただし、若年単身向けはエレベーター無の４，５階の住

宅のみ申込可能です。 

○事情有部屋の斡旋に  をつけると希望団地の該当部屋も斡旋対象に含めます。 

 

希望団地や区分ごとに補欠登録順位をつけ申込者に通知し、原則順位上位者から斡旋します。 

※２０２５（令和７）年１１月から単身の間取制限を緩和します。 

 空家募集方式 ［子育て・新婚世帯向け］ 

 空家のうち、指定した住宅をそれぞれ［子育て・新婚世帯向け］として募集します。対象住宅は募集のつど

指定します。募集住宅のうち１つを選んで申込みをしてもらいますが、ほかの募集と重複して申し込むこ

とはできません。 

募集住宅毎に斡旋登録順位をつけ申込者に通知し、順位上位者から斡旋します。 

 

 

 ❖ 補欠登録順位（斡旋登録順位）の決定方法 ❖ 

   

 

  

住宅に困っている度合いを『住宅困窮度』として、申込世帯の「収入・家賃負担」「居住状況」

「世帯状況」を申込書に記入してもらい、項目ごとに点数化のうえ合計します。補欠登録方式

においては団地や区分別、空家募集方式においては募集住宅毎に、点数の高い順に登録順位を

決定します。 

 

 



 

 ❖ 特定目的住宅について ❖ 

  特定の目的のための住宅は以下のとおりです。いずれも入居者もしくは同居者が条件に該当しなくなった際に 

は住宅を明け渡すよう努めなければなりません。 

  

区分 ［募集時期］ 設定団地 条件と概要 

 
§ 車椅子使用世帯向け住宅  

［随時］ 

 

白樺台・春採・緑ケ岡・芦野・駒場・ 

春日・昭和・鳥取南・（新）川北 

入居者または同居者に住宅内を含め常時車椅子の使用を必要と

する方がいる世帯のみ申込可能。外出等もっぱら移動時の手段とし

て車椅子を活用する場合は対象外です。通常の資格審査に加え、診

察により常時車椅子を必要とする旨の記載がある医師の診断書や、

車椅子が必要と認められる身体障がい者手帳の提出を求めます。 

随時申込みが可能で、斡旋は登録団地毎の申込順です。 

 

§ 高齢者等世帯向け住宅［定時］ 

 

鶴ケ岱（TR3 の１階） 

次のいずれかに該当する世帯が申込可能です。 

① 入居者が６０歳以上で、かつ同居者のいずれもが６０歳以上ま

たは１８歳未満の者である。 

② 入居者または同居する配偶者が６０歳以上であり、かつ、その

他の同居者が１８歳未満の者のみである。 

③ 身体障がい者１～４級・精神障がい者１～２級・療育Ａ～Ｂ、

戦傷病者、被爆者、引揚者、ハンセン病療養所入所者がある。 

④ 同居者に小学校就学前の者がいる。 

 

§ 高齢者世話付住宅 

（ＬＳＡ住宅）［随時］ 

 

春採（望洋） 

６５歳以上の単身世帯または親族等２人からなる世帯で、見守り

や相談などの支援があれば日常生活（歩行、食事、着脱、入浴、排

泄等）が可能で、自炊できる程度に健康である者で構成される世帯

が入居可能です。緊急通報システム利用のため固定電話回線の契約

が必須です。 

随時申込みが可能ですが、最初に資格審査を通過する必要があり

ます。 

 

 見守りや相談の担当として生活援助員（ライフサポートアドバイ

ザー＝ＬＳＡ）が団地内の施設に配置されており、緊急時の対応や

安否確認にも対応しています。（介助や介護はおこないません。） 

 市営住宅の資格審査以外に、釧路市の福祉部局による審査が必要

で、『生活援助員派遣対象』と判定された世帯のみ斡旋の対象となり

ます。 

 § 多家族世帯向け住宅［定時］ 

 

柏木（KP）・新川（S6） 

入居者のほか同居者が４人以上いる。（間取４ＤＫ） 

 § 子育て・新婚世帯向け住宅 

［定時］ 

 

募集ごとに定める 

同居者に小学校就学前の者がいる。または入居者及び同居者であ

る配偶者の年齢の合計が７０歳以下であり、かつ婚姻の届出日から

２年以内の世帯であること。 



 ❖ 随時募集 ❖ 

① 定期募集にて応募がない、または斡旋対象者がいない住宅のうち、釧路市が指定した住宅を対象とし

て申し込みを受け付けます。対象は事前に修繕が完了した住宅です。 

② 特定目的住宅のうち、車椅子使用世帯向け住宅及びＬＳＡ（高齢者世話付住宅）を対象として受付し

ます。随時申し込みが可能で、希望団地を指定して申し込みをします。希望団地に空きがない場合に

は申込順に登録のうえお待ちいただきます。 

① ② 

共通 

受付は申込順となり、斡旋も同様です。郵送での申し込みはできません。釧路・阿寒・音別地区ごと

の受け付けですので、他地区住宅の申し込みは受け付けられません。 

     

➍収入基準について                                       

 ❖ 収入基準 ❖ 

  月額所得が、釧路市営住宅条例及び釧路市営住宅条例施行規則で定める収入基準を超える世帯は申込みできま

せん。 

公営住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯は２１４，０００円以下） 

改良住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯は１３９，０００円以下） 

 

 ❖ 裁量階層 ❖ 

  以下のいずれかに該当する世帯を「裁量階層世帯」とし収入基準が緩和されます。 

（ア） 入居者が６０歳以上の単身の方。入居者が６０歳以上で同居者全員が６０歳以上または１８歳未満の世

帯。 

（イ） 身体障がい１～４級、精神障がい１～２級、療育手帳Ａ～Ｂ判定の方がいる世帯。 

（ウ） 戦傷病者、原子爆弾被爆者、ハンセン病療養所入所者、引揚者の方がいる世帯。 

（エ） 小学校就学前の児童がいる世帯。 

 

➎所得の計算について                                      

  収入が基準額以内であるかを確認するため、入居しようとする方について一人ずつの所得額を算出します。計

算の対象となる収入は主に以下のものを指します。 

 

給 与 収 入  給料・俸給・賃金・賞与等（非課税通勤手当を除く各種手当を含。）の支給された金額。 

事業収入等 事業収入・配当収入・不動産収入の額。 

年 金 収 入 厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金等の課税対象の年金または恩給の支給された額。 

 

 ※ 次の収入は計算の対象外となります（収入を確認したうえで対象外とします） 

  障がい年金・遺族年金・傷病恩給・通勤手当の非課税額・生活保護の扶助費・児童手当・児童扶養手当・特別

児童扶養手当・休業補償金・雇用保険金・損害賠償金・労災保険金・一時所得等課税対象とならない収入。 

 

（１） 給与収入 

  ・ 現勤務先に前年の１月１日以前から勤務開始の場合は、源泉徴収票の「支払金額」を年間収入とします。 

  ・ 現勤務先に前年の１月２日以降就職した時は就職した月の翌月から１２ヶ月（１２ヶ月に満たない場合 

は見込額を含んで）の支給額の合計を年間収入とします。非課税通勤費は除外します。 

  ・ 複数勤務先がある場合は、勤務先毎に１２ヶ月の支給額（見込を含む）を求め、合算した金額を年間収入

とします。 



  ・ 現在失業中（季節雇用等を除く）の方は年間収入が無いものとして扱います。申込受付期間以降の退職予

定で、受付期間と同月内の退職予定については勤務先からの証明が提出された場合に限り年間収入が無いも

のとして扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給与所得の算出方法は令和７年度税制改正の内容反映後のものです。令和６年以前の給与収入をもとに算出する

場合は計算方法が異なりますのでご注意ください。 

 

（２） 事業収入 

  ・ 現在の事業を前年の１月 1 日以前からおこなっている場合は、確定申告での「所得金額」を使用します。 

  ・ 現在の事業を前年の１月２日以降から始めた場合は、別途明細書を作成していただきます。 

 

（３） 年金収入 

  ・ 複数の年金を受け取っている場合は、それぞれの年額を合算してから所得を算出してください。 

 

    ・世帯の所得合計 

     入居予定者個々の所得を合計し、世帯の所得合計を算出します。 

 

 年  金 給  与 事  業 計 

本 人 円 円 円 円 

同居者 円 円 円 円 

同居者 円 円 円 円 

同居者 円 円 円 円 

世帯の所得合計（Ａ） 円 

 

 

 

 

・給与所得の算出方法 
 

 
・年金所得の算出方法 

年間総収入 所得金額（算出方法）  年齢 年間総収入 所得金額（算出方法） 

00,000,000～0,650,999 0  
65

歳 

以上 

1,100,000 まで 0 

00,651,000～1,899,999 年間総収入－650,000 

 3,300,000 未満 年間総収入－1,100,000 

 4,100,000 未満 年間総収入×0.75－275,000 

 7,700,000 未満 年間総収入×0.85－685,000 

 
65

歳 

未満 

600,000 まで 0 

 1,300,000 未満 年間総収入－600,000 

01,900,000～3,599,999 年間総収入÷4,000 

1 円未満切捨て×4,000 

×0.7－80,000  4,100,000 未満 年間総収入×0.75－275,000 

03,600,000～6,599,999 ×0.8－440,000  7,700,000 未満 年間総収入×0.85－685,000 

06,600,000～8,499,999 年間総収入×0.9 －1,100,000     



➏所得から控除する金額について                                

これまで計算した所得から差し引く金額です。控除対象者の判定は年齢を含め申込日（公募においては最終日）

を基準とします。 

控除名 控除対象となる方 控除額 

同居者 本人以外の、同居する方。（扶養の有無を問わず） １人あたり 

別居扶養親族 同居はしないが、所得税法上の扶養親族の方。 ３８万円 

老人扶養親族 

同一生計配偶者で７０歳以上の方 

所得税法上の扶養親族の方。または同一生計配偶者で７０歳以上の方。 １人あたり１０万

円 

特定扶養親族 １６歳以上２３歳未満の扶養親族。（配偶者を除く） 
１人あたり２５万

円 

ひとり親 本人または同居する方で、次のすべてを満たすとき。 

① 現に婚姻をしていない方、配偶者の生死が不明な方。 

② 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方。 

③ 所得５８万円以下の生計を一にする子を有する方。（他の人の控除対象配偶者や

扶養親族とされている場合を除く。） 

④ 年間の合計所得５００万円以下の方。 

上限３５万円 

（所得が３５万

円未満の場合は

その金額） 

※本人の所得か

ら控除 

寡婦  本人または同居する方で、「ひとり親」に該当せず次の要件を満たすとき。 

① 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、年間の合計所得が５

００万円以下の方。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人が

いない方。 

② 夫と死別してから婚姻をしていない方、または夫の生死が不明である方で、年

間の合計所得５００万円以下の方。事実上婚姻関係と同様の事情にあると認めら

れる一定の人がいない方。 

上限２７万円 

（所得が２７万

円未満の場合は

その金額） 

※本人の所得か

ら控除 

障がい者 

 

 

 

 

 

 

特別障がい者 

 

 本人または扶養親族で、所得税法上次のいずれかに認定されている方。 

① 精神上の障がいにより、事理を弁識する能力を欠く常況にある方は、特別障が

い者。 

② 児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定

医により、知的障がいと判定された方。重度と判定された方は、特別障がい者。 

③ 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方。1 級は特別障がい者。 

④ 身体障がい者手帳の交付を受けている方。１または２級の方は特別障がい者。 

⑤ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第３項症の方は特別障がい

者。 

⑥ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方は特別障がい者。 

 

 

障がい者 

２７万円 

手帳等級 

身体 3-7 

精神 2-3 

療育 B-C 

 

特別障がい者 

４０万円 

手帳等級 

身体 1-2 

精神 1 

療育 A 

租税特別措置法改正 

（所得金額調整控除） 

本人または同居する方で、給与所得及び公的年金に係る雑所得の両方の所得を有

する方。かつ給与所得控除後の金額（１０万円を超える場合は１０万円を限度）と

公的年金等に係る雑所得の金額（１０万円を超える場合には１０万円を限度）の合

計額から１０万円を控除した残額に対して。 

各１０万円 

（所得が１０万

円未満の場合は

その金額） 

※本人の所得か

ら控除 

公営住宅法施行令 

による措置 

本人または同居する方のうち、給与所得または公的年金に係る雑所得のいずれか

を有し、所得控除後の金額がある方。 

なお、給与所得および公的年金に係る雑所得の両方を有する方は、給与所得控除後

の金額と公的年金に係る雑所得の合計額から１０万円を控除。 


